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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

【令和八年こども家庭庁・厚生労働省告示第四号】 

（令和９年４月 1日より適用） 

 

我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）

が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会（以下「共生社会」と

いう。）の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 

これまで、平成十八年度の障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）の施行によ

り、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画（市町村障害福祉計画（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総

合支援法」という。）第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。）

及び都道府県障害福祉計画（障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害

福祉計画をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の作成を義務付け、またその後、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する

法律（平成二十八年法律第六十五号）の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福

祉計画（市町村障害児福祉計画（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十三条

の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。以下同じ。）及び都道府県障害児福

祉計画（同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組

みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画（以下「障害福祉計画

等」という。）の作成又は変更に当たって即すべき事項について定めてきた。 

この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者

の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を

支援するためのサービス基盤整備等に係る令和十一年度末の目標を設定するとともに、令

和九年度から令和十一年度までの第八期障害福祉計画及び第四期障害児福祉計画の作成又

は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び

都道府県の地域生活支援事業（障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活

支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。

以下同じ。）（以下「障害福祉サービス等」という。）並びに障害児通所支援（児童福祉法第

六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。）、障害児入所支援（同法

第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。）及び障害児相談支援（同法第

六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。）（以下「障害児通所支援

等」という。）を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすること

を目的とするものである。 
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 

一 基本的理念 

市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次

に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成する必要がある。 

１ 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配

慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、

その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及

び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。 

２ 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サー

ビスの実施等 

障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体

の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、

知的障害者及び精神障害者（発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。）

並びに難病患者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病（平

成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号）に掲げる疾病による障害の程度が、当該

障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をい

う。以下同じ。）であって十八歳以上のもの並びに障害児とし、サービスの充実を図

り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。

また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれる

ものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き

続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援

法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療

等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）に基づき特定医療費の支給認定を行う

都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれ

の業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障

害福祉サービスの活用が促されるようにする。また、各地方公共団体が策定する障害

福祉計画等においても、難病患者等が障害者総合支援法に基づく給付の対象となっ

ていることを踏まえ、難病患者等への支援を明確化し、計画を策定するに当たっては、

難病患者等や難病相談支援センター等の専門機関の意見を踏まえる。 

３ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応し

たサービス提供体制の整備 

障害者等の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所又は病院への入院をい

う。以下同じ。）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった

課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシス

テムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォーマルサ
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ービス（法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。）の提供等、地域

の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 

特に、入所等から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ地

域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福

祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、医療的ケアが必要な

者や強度行動障害の状態にある者などの重度障害者であっても、地域生活への移行

が可能となるようサービス提供体制を確保する。 

また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に

対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一

人暮らし、グループホーム（障害者総合支援法第五条第十八項に規定する共同生活援

助（以下「共同生活援助」という。）を行う住居をいう。以下同じ。）への入居等の体

験の機会及び場の提供、短期入所（同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。）

の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・

連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置

等による地域の体制づくりを行う機能を有する地域生活支援拠点等（障害者総合支

援法第七十七条第四項に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。）を整備す

る必要がある。その際、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えて、障害種

別にかかわらず、これらの機能を更に強化する必要がある。 

こうした拠点等の機能強化に当たっては、相談支援を中心として、学校からの卒業、

就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立っ

た継続した支援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点等の整備・運営に当たっ

ては、地域生活支援拠点等と基幹相談支援センター（障害者総合支援法第七十七条の

二第一項に規定する基幹相談支援センターをいう。以下同じ。）のそれぞれの役割を

踏まえた効果的な連携を確保する必要がある。 

さらに、精神病床（病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのも

のをいう。以下同じ。）における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっ

ては、精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。

以下同じ。）や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした

地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人

が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会の実現に向けた取組の推進が必要であ

る。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをす

ることができるよう、精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。）

にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。 

また、地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害の状態にある者や高次脳機

能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者、発達障害児者、

盲重複障害児者、ろう重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の構築が

重要である。そうした地域のきめ細かいニーズを踏まえた上で、サービス提供体制の
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整備や専門人材の確保・育成等を図ることが必要である。 

こうした体制を構築する上では、地域のニーズに応じて提供体制や支援体制を構

築していくことが重要であり、例えば、中山間・人口減少地域においては、共生型サ

ービスや基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等の現行制度の活用等

も図りつつ、サービス提供体制を維持・確保していくことが重要である。 

４ 地域共生社会の実現に向けた取組 

人口減少や単身世帯の増加、特に障害福祉分野では、障害者の重度化・高齢化や親

なき後の生活など家族が抱える課題は複雑化・複合化している中で、地域のあらゆる

住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいを

共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民が

主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや制度の縦割りを超えた柔軟な

サービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を

踏まえながら、地域の実情に応じた包括的な支援体制の整備や推進に取り組む。その

際、市町村は地域福祉計画（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百七条第

一項に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条第一項に規定する都道府県地

域福祉支援計画をいう。以下同じ。）や同法第百六条の五第一項に規定する重層的支

援体制整備事業実施計画との連携を図りつつ、福祉分野を超えた連携や地域との協

働を進め、より一層の体制整備を進める。例えば、次に掲げる支援を一体的に実施す

る重層的支援体制整備事業の活用も含めて検討することなどが考えられる。 

㈠ 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応し、又はつなぐ機能、

多機関協働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機

能を備えた相談支援 

㈡ ㈠の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向け

た支援 

㈢ ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機

能及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた

支援 

５ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の意見の尊重及び最善の利益を考慮

しながら、障害児の健やかな育成を支援することが必要である。このため、障害児及

びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害

児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については都

道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を

行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引

き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る。 

また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教

育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制
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の構築を図る。 

さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を

受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に

成長できるよう、障害児の地域社会への参加や包容（以下「インクルージョン」とい

う。）を推進する。 

加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を

要する状態にある障害児（以下「医療的ケア児」という。）が保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対

して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築する。 

こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障

害者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害

保健福祉圏域（以下「圏域」という。）ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置

付け、計画的に推進する。 

６ 障害者の社会参加を支える取組定着 

障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏

まえて支援すべきである。その際、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野

を含め、地域で生き生きと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指すこと

が重要である。 

特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成三十年法律第四十七号）

を踏まえ、文化行政担当等の関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供とその

ための環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等

の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社

会参加の促進を図る。 

また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のた

め、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第四十九号）

を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する。 

さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障害者による

情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（令和四年法律

第五十号）、手話に関する施策の推進に関する法律（令和七年法律第七十八号）等を

踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつ

つ、行政情報のアクセシビリティの向上を進めるとともに、障害特性に配慮した意思

疎通支援従事者の派遣、支援人材の持続可能なサービス提供体制の構築を見据えた

幅広い年齢層の支援者の養成、意思疎通支援者を養成する指導者の確保等に向けた

研修受講の促進、障害当事者によるＩＣＴ活用等の促進を図る。 

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲

げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 
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１ 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 

訪問系サービス（居宅介護（障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護を

いう。以下同じ。）、重度訪問介護（同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下

同じ。）、同行援護（同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。）、行動援護（同

条第五項に規定する行動援護をいう。以下同じ。）及び重度障害者等包括支援（同条

第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の

充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。 

２ 希望する障害者等への日中活動系サービス等の保障 

希望する障害者等に日中活動系サービス等（療養介護（障害者総合支援法第五条第

六項に規定する療養介護をいう。以下同じ。）、生活介護（同条第七項に規定する生活

介護をいう。以下同じ。）、短期入所、自立訓練（同条第十二項に規定する自立訓練を

いう。以下同じ。）、就労選択支援（同条第十三項に規定する就労選択支援をいう。以

下同じ。）、就労移行支援（同条第十四項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。）、

就労継続支援（同条第十五項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。）、就労定着

支援（同条第十六項に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。）及び地域活動支援

センター（同条第二十八項に規定する地域活動支援センターをいう。）で提供される

サービスをいう。以下同じ。）を保障する。 

３ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活

援助（障害者総合支援法第五条第十七項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。）、

地域移行支援（同条第二十一項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。）及び地

域定着支援（同条第二十二項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。）、自立訓練

等の推進により、入所等から地域生活への移行の促進、安定した地域生活の継続を進

める。 

障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法

人（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律

第百十二号。以下「住宅セーフティネット法」という。）第五十九条第一項に規定す

る住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。）との連携を推進する。また、住宅部局と

ともに、居住支援協議会（住宅セーフティネット法第八十一条第一項に規定する住宅

確保要配慮者居住支援協議会をいう。）に参画することを通じて、居住サポート住宅

（住宅セーフティネット法第四十条第二項第二号に規定する居住安定援助賃貸住宅

をいう。）等も活用し、希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等の充実を図

る必要がある。 

なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度障害者や、精神障

害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤

整備等を一層推進することにより地域移行が図られる精神障害者についての必要な

サービス量を見込む等、適切に管内の支援に係るニーズの把握に努める必要がある。 
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また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービス等を保障することによって、障

害者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。 

さらに、一の３に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活

支援の機能を更に強化するため、地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配

置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、人材の確保及び養成、関係機関

の連携等を進めることで、地域における効果的な支援体制を構築する。 

なお、障害者支援施設（障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施

設をいう。以下同じ。）を地域生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設に

ついては、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施

設入所者の地域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支

援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域におけ

る複数の機関が分担して機能を担う体制の整備を行う場合には、個々の機関が有機

的な連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。 

４ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

就労移行支援事業（就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。）、就労定着支援事

業（就労定着支援を行う事業をいう。以下同じ。）等の推進により、障害者の福祉施

設から一般就労への移行及びその定着を進める。 

５ 強度行動障害の状態にある者及び難病患者等に対する支援体制の充実 

強度行動障害の状態にある者及び難病患者等に対して、障害福祉サービス等にお

いて適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における

課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行う。このうち、強度行動障害

については、行動上の課題が起きにくい環境を整える等の予防的観点からの支援や

関わりが必要である。このため、地域の関係機関との連携を強化しつつ、標準的な支

援を行える支援者の育成に努める。 

特に、障害福祉サービス等を提供する事業所で適切なマネジメントを行い中心的

な役割を果たす人材（中核的人材）の養成・配置を促進するとともに、高度な専門性

を持って地域を支援する広域的支援人材による集中的支援の実施体制を確保する。 

強度行動障害の状態にある者のニーズ把握に当たっては、障害支援区分認定調査

の行動関連項目の点数の集計や行動関連項目の点数が特に高い者の状況把握に努め

る等により専門的な支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等

を通して課題の把握を行うことが重要である。また、管内の基幹相談支援センターや

地域生活支援拠点等と連携してサービスにつながっていない在宅の者や入院中の者

の状況を把握することが重要である。 

難病患者等については、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、難病相談支

援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービスの

利用も含む支援体制を整備することが重要である。 

６ 高次脳機能障害者に対する支援 
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㈠ 高次脳機能障害者への相談支援体制等の充実 

高次脳機能障害者が可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよ

う都道府県及び指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。）は、地域の実情を踏まえつつ、

高次脳機能障害者支援センター（高次脳機能障害者支援法（令和七年法律第九十六

号）第十九条第一項に規定する高次脳機能障害者支援センターをいう。以下同じ。）

の設置や支援コーディネーターの配置等を適切に進めることが重要である。また、

これらの高次脳機能障害者に対する支援については、別表第一の八に掲げる事項

を指標として設定して取り組むことが適当である。 

㈡ 専門的な医療機関の確保 

高次脳機能障害者に対する適切な支援を行うため、都道府県及び指定都市は、専

門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができる医

療機関を確保することが重要である。 

㈢ 高次脳機能障害者支援地域協議会の設置 

都道府県及び指定都市は、地域における高次脳機能障害者等の課題について情

報共有を図るとともに、支援体制の整備状況や高次脳機能障害者支援センターの

活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う高

次脳機能障害者支援地域協議会（高次脳機能障害者支援法第二十五条第一項に規

定する高次脳機能障害者支援地域協議会をいう。以下同じ。）を設置し、活用する

ことが重要であり、別表第一の八に掲げる事項を指標として設定して取り組むこ

とが適当である。 

地域の実情に応じた体制整備を検討する際には、管内の支援ニーズの把握が必

要となるが、障害支援区分認定調査等に加え、高次脳機能障害者支援地域協議会に

参加する地域の関係機関間の連携により支援ニーズを把握することが重要である。 

㈣ 高次脳機能障害者及び家族等への支援 

高次脳機能障害は外形上判断しづらく、周囲による理解が必ずしも十分でない

こと等を踏まえ、当事者同士の支え合いであるピアサポートをはじめ、当事者やそ

の家族等がお互いに支え合う取組を支援することが望ましい。また、地域の相談支

援機関や障害福祉サービス事業所等、障害児通所支援等を提供する事業所との連

携を図り、高次脳機能障害者及びその家族等への支援を行うことが重要である。 

なお、支援に当たっては、医療（リハビリテーションを含む。）、保健、福祉、教

育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、そ

の意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活

支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われることが重要であるこ

とに留意すること。 

７ 依存症対策の推進 

アルコール、薬物及びギャンブル等（法律の定めるところにより行われる公営競技、
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ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。）をはじめとする依存症対策につい

ては、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施

及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等

の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密

接に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要がある。 

三 相談支援に関する基本的考え方 

１ 相談支援体制の充実・強化 

㈠ 相談支援体制の構築と関係機関との連携 

障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会

生活を営むためには、相談支援体制の構築が不可欠である。その際、関係機関との

連携により、障害種別にかかわらず対応できるようにすること、利用者と同じ目線

で支援することが不安の解消に資する観点から、ピアサポートを行えるようにす

ることが重要である。 

また、相談支援事業者等は、障害者等（頼れる身寄りがいない者も含む。）及び

その家族が抱える複合的な課題を把握し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、

福祉サービスにつなげる等の対応が必要であり、行政機関その他関係機関との連

携に努めることが必要である。特に、医療との連携が必ずしも進んでいないため、

障害者等の生活面に配慮した医療の提供、医療の視点も踏まえた総合的なケアマ

ネジメントの実施といった観点から、より一層の取組が重要である。精神障害者及

び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対しても、子育て、介護、生活困窮

等の包括的な支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要な支援を実

施できる体制を整えることが重要である。市町村が体制整備に取り組む際には都

道府県による協力や支援が求められるため、都道府県と市町村は日頃から相談支

援業務に関して連携することが必要である。 

㈡ 相談支援の提供体制の確保 

障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画（障害者総

合支援法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。）に

ついては、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持する

ことが重要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利

用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス、地域

相談支援（障害者総合支援法第五条第十九項に規定する地域相談支援をいう。）等

が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確

認の上、必要に応じた見直しを行わなければならない。 

このため、都道府県及び市町村は、その前提として、相談支援に対するニーズ及

び相談支援事業者等の実態把握を行うとともに、福祉に関する各般の問題につい

て障害者等からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用計画の作成

を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における専門的な指導や助言
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を行うことが必要である。 

これらの取組を効果的に進めるため、市町村においては、地域における相談支援

の中核機関である基幹相談支援センターを設置し、地域における相談支援体制の

充実・強化を図る必要がある。特に小規模自治体における基幹相談支援センターの

設置率が低い等の状況があることから、都道府県においては、複数市町村による共

同設置を促したり、調整したりすることが望ましい。 

加えて、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業者（障害者総合支援法第

五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同

じ。）及び指定障害児相談支援事業者（児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一

号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。）において地域の相談

支援従事者の育成等を担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保すると

ともに、有効に活用することが重要である。 

㈢ のぞまないセルフプランの解消 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成

十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。）第十二条の五に規定するサ

ービス等利用計画案及び児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）第

十八条の十五に規定する障害児支援利用計画案（以下「セルフプラン」という。）

については、都道府県及び市町村が計画相談支援（障害者総合支援法第五条第十九

項に規定する計画相談支援をいう。以下同じ。）等の体制整備に向けた努力をしな

いまま安易に介護給付費等に係る支給決定の申請者をセルフプランに誘導するよ

うなことは厳に慎むべきである。 

このため、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する分析等を行いな

がら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、のぞまないセルフプラン（身近

な地域に指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者がない場合にや

むを得ず作成されるセルフプランをいう。以下同じ。）の解消に向けた相談支援体

制を確保する必要がある。 

２ 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等

利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握（利用者についての継続的な評価を含

む。）を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化す

ることも考えられることから、障害者支援施設等（障害者支援施設、のぞみの園（独

立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七

号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ

の園が設置する施設をいう。）、児童福祉施設（児童福祉法第七条第一項の児童福祉施

設をいう。）又は療養介護を行う病院をいう。以下同じ。）に入所又は精神科病院に入

院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービス

の提供体制の確保を図る必要がある。 
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さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への

定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生

活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係

るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。 

３ 発達障害者等に対する支援 

㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実 

発達障害者又は発達障害児（以下「発達障害者等」という。）が可能な限り身近

な場所において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市は、地域の実

情を踏まえつつ、発達障害者支援センター（発達障害者支援法（平成十六年法律第

百六十七号）第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。以下同

じ。）の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適切に進めることが

重要である。また、これらの発達障害者等に対する支援については、市町村等での

対応が困難な事例（強度行動障害やひきこもり等）に対し発達障害者支援センター

や発達障害者地域支援マネジャーが助言することなど、別表第一の七に掲げる事

項を指標として設定して取り組むことが適当である。 

㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保 

発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援

が重要であることから、各市町村において、保護者等がこどもの発達障害の特性を

理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプロ

グラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援

体制を構築することが重要である。そのためには、これらの支援プログラム等の実

施者を地域で計画的に養成することが重要である。 

また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正

確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門

的に行うことができる医療機関等を確保するなど、診断待機解消に向けた取組を

進めることが重要である。 

㈢ 発達障害者支援地域協議会の設置 

都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有

を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等に

ついて検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援

地域協議会（発達障害者支援法第十九条の二第一項に規定する発達障害者支援地

域協議会をいう。）を設置し、活用することも重要である。 

４ 協議会の活性化 

障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、協議会（障害者

総合支援法第八十九条の三第一項に規定する協議会をいう。以下同じ。）の活性化を

図ることが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援センターと行政が十分

に協力・連携しながら協議会の事務局機能を担うことが効果的である。また、協議会
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の運営に当たっては、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を踏まえ、地域の支

援体制の整備を図るといった取組を継続することが重要である。多様な障害種別の

当事者等が協議会の委員になることが協議会の活性化にも資するため、委員の選定

に当たって検討すること。 

都道府県及び市町村においては、それぞれが設置する協議会を相互に連携させ、都

道府県内の各地域の取組を共有することや、課題によっては広域で支援体制を確保

すること等が必要である。障害者等が安心して地域に住むことができるよう、協議会

と居住支援協議会との連携に努めることも求められる。 

また、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難

病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府

県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや医療的ケ

ア児支援センター（医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和三年

法律第八十一号）第十四条第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下

同じ。）、高次脳機能障害者支援センター、難病相談支援センター等の専門機関との連

携を確保することが必要である。これらの支援体制の整備について検討を行うに当

たっては、都道府県（発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む。）が設

置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。 

なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等は、関係する複数の協議

会を合同で開催すること等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。 

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

障害児については、こども基本法（令和四年法律第七十七号）第三条第二号において、

全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保

護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福

祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていること並びに同条第三号において、

全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての

事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保される

旨が規定されていること並びにこども大綱（令和五年十二月二十二日閣議決定）におい

て、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神に

のっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに

成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権

利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビー

イング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すとされていること

に加え、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第二条第二項において、

子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援す

るものであって、良質かつ適切なものでなければならない旨が規定されていること並

びに同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉

サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点か
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ら、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及

びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所

で提供する体制の構築を図ることが重要である。 

１ 重層的な地域支援体制の構築 

乳幼児期・学童期・思春期の障害児及びその家族に対する支援について、障害児通

所支援等における障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提

供できるように、地域における支援体制の整備が必要である。 

児童発達支援センター（児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センター

をいう。以下同じ。）については、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割

を果たす機関として位置付け、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を

図り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、次に掲げる児童発達支援

センターの中核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地域資源を重ね

合わせた重層的な支援体制を整備することが必要である。 

㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機

能 

㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 

㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 

重層的な支援体制の整備に当たっては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係

機関の連携の下で、障害のあるこどもや家族に対して、身近な地域で四つの中核的な

支援機能を提供できる地域の支援体制を整備し、それを機能させることが重要であ

る。支援体制の整備に当たっては、児童発達支援センターが四つの中核的な支援機能

を包括的に有し、各機能を発揮していく中核拠点型のほか、児童発達支援センターを

未設置の場合や、児童発達支援センターと事業所が連携して地域の支援体制を構築

している場合等においては、その地域の実情に応じ、児童発達支援センター以外の事

業所が中心となって、児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有

する体制を地域において面的整備型により整備を進めることも可能である。 

また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市町村が取り組む支援体制の

整備に積極的に関与していくことが必要である。 

地域における重層的な支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、

当事者等を含む関係機関等が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地

域の課題や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機的な連携の

下で進めていくことが重要である。 

また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域に

おいて、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関として

の役割を担う必要がある。その際、できる限り良好な家庭的環境において、継続的で

安定した愛着関係の中での育ちを保障する観点から、ケア単位の小規模化を推進す
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るとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施

設が地域に開かれたものとすることが必要である。加えて、短期入所や親子入所等の

実施体制の整備に努める必要がある。 

これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に

連携しながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及

び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要

である。 

さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の

移行が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、

障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境

へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談所、

障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の責任主体として

「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管内の移行状況を把握

し、移行先として必要な地域資源について中長期的な見通しの下、障害福祉計画等へ

反映させていく必要がある。あわせて、障害児入所施設の今後の施設の在り方に関す

る方針を把握し、地域資源の中で障害児入所施設としての受け皿が十分であるか「協

議の場」等において議論を行う必要がある。 

加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設（以下「障害児通所支援事業所

等」という。）は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であること

から、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要があるとともに、安全の確

保を図るための取組を進める必要がある。 

２ 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全

育成事業（放課後児童クラブ）等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要

である。 

また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施策

や小児慢性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障

害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担

当部局との連携体制を確保することが必要である。あわせて、市町村に設置されるこ

ども家庭センター（児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センターを

いう。以下同じ。）と連携した支援体制を構築していくことも必要である。 

さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が

円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障

害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊

密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局におい

ては、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。 

放課後等デイサービス（児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する放課後等デ
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イサービスをいう。以下同じ。）等の障害児通所支援の実施に当たっては、学校の空

き教室の活用等、関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討すること

が必要である。 

難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育、当事者等を含む関係機関等と

の連携は極めて重要であり、都道府県又は必要に応じて指定都市においては、児童発

達支援センターや特別支援学校（聴覚障害）等を活用した、難聴児支援のための中核

的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育等につなげ

る体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育等に至るまでの支援を

遅滞なく円滑に実施するための手引書の作成を進め、難聴児及びその家族への切れ

目のない支援の充実を図ることが必要である。 

３ 地域社会への参加・インクルージョンの推進 

地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのインクルージョンを推進し、

障害の有無にかかわらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互

いに学び合う経験を持てるようにしていく必要がある。 

このため、各都道府県及び各市町村において、保育、子育て支援、教育等の関係機

関が連携を図るための協議の場を設置し、地域におけるインクルージョン推進に向

けて、現状・課題の把握を行いながら、取組を進めることが必要である。また、市町

村において、別表第一の六に掲げる事項の必要な量を見込む際には、インクルージョ

ン推進の観点から、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童ク

ラブ）、幼稚園、小学校及び特別支援学校等（以下「保育所等」という。）の受入れの

体制の整備状況を踏まえることが必要である。その際、市町村においても、こうした

協議の場も活用しながら、障害児支援施策と子ども・子育て施策の双方から重層的に

取り組むことが重要である。 

児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョン推進の中核機関として、

保育所等に対し、障害児及び家族の支援に関する専門的支援や助言を行う機能が求

められている。 

インクルージョンを推進する観点から、児童発達支援センターをはじめとする障

害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援（児童福祉法第六条の二の二第五項に規

定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。）等を活用し、保育所等の育ちの場にお

いて連携・協力しながら支援を行う体制を構築していくことが必要である。 

４ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 

㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実 

重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援（児童福祉法第六条の二の二

第二項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。）や放課後等デイサービス等を

受けられるように、地域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するとと

もに、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実

を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サ
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ービスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要であ

る。 

医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域に

おける医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を

図る。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所をはじめとした医療的ケ

ア児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。 

また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保

に当たっては、重症心身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生

活を送ることができるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援や家族のニーズの

把握が必要である。ニーズが多様化している状況を踏まえ、協議会等を活用して短

期入所の役割や在り方について検討し、地域において計画的に短期入所が運営さ

れることが必要である。 

さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野

の支援を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、

障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等

の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通

の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、こ

の場においては、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協

議していくことが必要である。 

加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律を踏まえ、都道府

県は医療的ケア児支援センターを設置し、地域における医療的ケア児等の支援ニ

ーズを把握した上で、医療的ケア児等に対する総合的な支援体制を推進する必要

がある。医療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援を総合調整する医

療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア児及びその家族の相談に応

じ、情報の提供、助言その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修等の業務や連絡調整を行

うこととする。 

市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成さ

れた相談支援専門員、保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。

このコーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分野にまたがる支援の

利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参

画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等

に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う必要がある。 

具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的

ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要と

する医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応じた発達支援を行う

とともに、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たっ
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て、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を

図り、医療的ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援を行うほか、地

域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活用した社会資源の開発・改

善を行う等の役割が求められる。 

このため、コーディネーターについては、医療的ケア児等に関するコーディネー

ターを養成する研修を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修

を受講することが望ましい。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域で

の配置であっても差し支えない。 

㈡ 強度行動障害の状態にある児に対する支援体制の充実 

強度行動障害の状態にある児に対して、障害児通所支援等において適切な支援

ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や

専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ

支援体制の整備を図る必要がある。 

特に、障害児通所支援等を提供する事業所で適切なマネジメントを行い中心的

な役割を果たす人材の配置を促進するとともに、高度な専門性を持って地域を支

援する広域的支援人材による集中的支援の実施体制を確保する。 

強度行動障害の状態にある児のニーズ把握に当たっては、管内の特別支援学校

や障害福祉サービス事業者等とも連携して、強度行動障害判定基準表（こども家庭

庁長官が定める児童等（平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号）第一号の七に

定める表をいう。以下この㈡において同じ。）の点数の集計や強度行動障害判定基

準表の点数が特に高い障害児の状況把握に努める等により専門的な支援を必要と

する者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うこと

が重要である。また、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握を行い、

都道府県（指定都市を含む。）が中心となって円滑な成人サービスへの移行支援を

行うことが重要である。 

強度行動障害の状態にある児とその家族が地域で安心して暮らすことができる

ようにするためには、幼児期からの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適

切な関わりが重要であることから、乳幼児健診等において把握したこどもの状態

等を踏まえ、必要に応じてこどもと家族を適切な支援につなげるとともに、母子保

健施策や子育て支援施策等と連携しながら、家族を孤立させずに支えるための方

策を講じていくことも必要である。 

㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備 

虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設において小規模なグループに

よる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細か

な支援を行うよう努めることが必要である。 

５ 障害児相談支援等の提供体制の確保 

障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的
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な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重

要な役割を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支

援についても質の確保及びその向上を図りながら、相談支援専門員の計画的な養成

等を通じて、のぞまないセルフプランの解消に向けた支援の提供体制の構築を図る

必要がある。 

また、「気付き」の段階を含めた多様な障害児及びその家族を支援する観点から、

各市町村において、児童発達支援センター等が中心となって、障害児及びその家族が

障害児相談支援を利用していない場合も含めた伴走的な相談支援の体制の確保を図

ることが重要である。その際、各市町村においては、より包括的な支援を行う観点か

ら、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と連携を図るととも

に、各市町村に設置されるこども家庭センターや基幹相談支援センターのほか、各都

道府県、指定都市及び児童相談所設置市に設置される児童家庭支援センター（児童福

祉法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターをいう。）等の関係機関

とも緊密な連携体制の構築を図ることが重要である。 

６ 障害児支援における人材育成の推進 

全国どの地域においても質の高い障害児支援の提供が図られるよう、障害児支援

人材の育成を進めることが重要である。国の令和九年度以降の本格実施に向けた障

害児支援に係る研修の内容等も踏まえながら、都道府県及び指定都市においては、地

域の実情に応じた創意工夫の下での研修づくりとその計画的な実施を進めるととも

に、市町村においては、地域の児童発達支援センターをはじめとする障害児通所支援

事業所、障害児入所施設及び障害児相談支援事業所並びに障害のあるこどもやその

家族を支援する関係機関等と連携を図りながら、地域における学び合いを促進する

ためのネットワークづくりを進めることが重要である。 

五 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上に関

する基本的考え方 

１ 障害福祉人材の確保・定着 

労働力人口の減少が見込まれる一方、障害者の重度化・高齢化が進む中においても、

将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事

業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の確保・定着を

図る必要がある。そのため、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推

進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報

等を行う。また、障害福祉分野の職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ

差があること等も踏まえ、処遇改善等による職場環境の整備や、障害福祉現場におけ

るハラスメント対策等を推進する。 

また、令和六年度に創設された相談支援員の活用、社会福祉士又は精神保健福祉士

の養成機関等と特定相談支援事業所（障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に

規定する特定相談支援事業所をいう。）との連携の促進等を通じて、相談支援を担う
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人材の確保を図ることも重要である。 

２ 当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上 

支援者一人一人が力を発揮しつつ、協働して、質の高い障害福祉サービスを効率的

かつ効果的に提供する観点から、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向

上の取組を一層充実する必要がある。そのため、介護テクノロジーの導入促進、手続

負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間接業務の効率化と直接処遇

業務の負担軽減・質の向上を推進することが重要である。 

なお、障害福祉における生産性向上とは、支援者一人一人の力を引き出し、チーム

でその力を利用者に届けることで、新たな価値を生み出すことをいう。 

 

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応

するため、令和十一年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サ

ービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項

に係る目標（以下「成果目標」という。）を設定することが適当である。また、これら

の成果目標を達成するため、活動指標（別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標

を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。）を計画に見込むことが適当である。

なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及

び指標を設定することができるものとする。 

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、令和七年度末時点の福祉施設に入所している

障害者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後、自立訓練等を利用し、グループ

ホーム、一般住宅等に移行する者の数について様々なデータを活用しながら把握し、そ

の上で、令和十一年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、

福祉施設においては、地域移行等意向確認等に関する指針（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十二号）第二十四条の三第一項に規

定する地域移行等意向確認等に関する指針をいう。以下同じ。）に従い、必要な意思決

定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されてい

ることが重要である。このため、全ての施設入所者の地域生活移行に関する意向につい

て、その支障となっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援

を行いつつ確認すること（この点について市町村は協議の場において共有すること。）、

施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設の担当職員等が地域

生活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改築時に

はその定員を見直してグループホームやショートステイの整備を併せて行うことを基

本とすること等の取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専

門員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も
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参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和七年度末

時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、

これに併せて令和十一年度末の施設入所者数を令和七年度末時点の施設入所者数から

五パーセント以上削減することを基本とする。なお、令和八年度末において、障害福祉

計画で定めた令和八年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成

割合を令和十一年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目

標値に加えた割合以上を目標値とする。 

施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グルー

プホーム等での対応が困難な者であるなど、真に施設入所支援（障害者総合支援法第五

条第十項に規定する施設入所支援をいう。以下同じ。）が必要な場合等について、市町

村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する

必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備

に関する法律（平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。）による改正前

の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定施設等」という。）に入

所していた者（十八歳以上の者に限る。）であって、整備法による改正後の障害者総合

支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入

所しているもの（以下「継続入所者」という。）の数を除いて設定するものとする。 

加えて、障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会が

令和七年九月二十四日に取りまとめた「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援

施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ」における障害者支援施設に求められ

る役割・機能、あるべき姿の①利用者の意思・希望の尊重（本人の意思・希望が尊重さ

れる意思決定支援の推進等）、②地域移行を支援する機能（地域と連携した動機付け支

援や地域移行の意向確認等）、③地域生活を支えるセーフティネット機能（緊急時や災

害時における地域の拠点としての活用等）、④入所者への専門的支援や生活環境の向上

（強度行動障害の状態にある者や医療的ケアが必要な者などへの専門的支援、居室の

個室化、ユニット化、日中活動の場と住まいの場との分離等）に取り組むことが求めら

れることに留意する。 

特に、地域移行等意向確認等に関する指針に従い、本人の意思が適切に確認されるこ

とが重要であり、別表第一の十一に掲げる活動指標を明確にし、積極的に取組を推進す

ることが重要である。 

なお、障害者支援施設の整備に当たっては、設定する施設入所者数の削減割合の目標

値の達成に向けて整合するものであることが求められる。また、居室は個室を基本とし、

生活環境の向上に向けた取組を進めていく。 

さらに、別表第一の四の施設入所支援に掲げる活動指標により、居室の個室化等の状

況を把握し、取組を推進することが望ましい。 

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
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保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保された精神障害

にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、市町村及び都道府県と保健・医

療・福祉関係者や地域住民などが連携して精神保健医療福祉体制の基盤整備及び差別

や偏見のない社会の実現に向けた取組を推進することにより、精神障害者や精神保健

に課題を抱える者が地域の一員として安心して自分らしく生活することが可能となり、

精神障害者の地域移行や定着も可能となる。そのため、別表第一の九に掲げる活動指標

を明確にし、各項の取組を積極的に推進することが必要である。こうした取組により、

精神障害者の地域生活支援の充実及び精神病床からの退院の促進を図ることとし、精

神障害者（精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。１において同じ。）の精

神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上

長期入院患者数（六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長

期入院患者数、七十五歳以上の一年以上長期入院患者数、四十歳以上の一年以上長期入

院患者のうち認知症である者の数）、退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率

（退院後九十日時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後三百六十五日

時点の再入院率）、心のサポーター数及び住民のこころの状態に関する目標値を次に掲

げるとおり設定することとする。 

また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当た

っては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画

（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する医療計画をい

う。以下同じ。）との関係に留意すること。 

なお、地域の支援体制を構築する上では、第一の一の基本的理念に掲げるように、

様々な障害特性に応じた支援体制の構築が重要であることや、家族が抱える課題は複

雑化・複合化していること等にも留意すること。 

１ 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域に

おける精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況

を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における

生活日数の平均に関する令和十一年度における目標値を設定する。 

当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の

地域における生活日数の平均を三百十九・三日以上とすることを基本とする。なお、

当該目標値の設定時点で精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域におけ

る生活日数の平均が三百十九・三日以上である場合は、当該目標値の設定時点におけ

る精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域における平均生活日数以上と

することを基本とする。 

２ 精神病床における一年以上長期入院患者数（六十五歳以上、六十五歳未満、七十五

歳以上、四十歳以上の認知症である者） 

地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院
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患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に

掲げる式により算定した令和十一年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以

上長期入院患者数及び令和十一年度末の精神病床における七十五歳以上の一年以上

長期入院患者数、同表の二の項に掲げる式により算定した令和十一年度末の精神病

床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数並びに同表の一の項及び二の項

に掲げる式により算定した四十歳以上の一年以上長期入院患者のうち認知症である

ものの数を、目標値として設定する。 

３ 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率（退院後九十日時点、退院後百八十

日時点、退院後三百六十五日時点） 

地域における保健、医療、福祉の連携支援体制の強化、相談支援体制の構築や障害

福祉サービス等の整備等の地域の基盤が整備されることによって、退院患者の再入

院率の改善が可能になることを踏まえて、精神科病院を退院した精神障害者の再入

院に関する目標値として、退院後九十日時点の三十日以上の再入院率、退院後百八十

日時点の三十日以上の再入院率、退院後三百六十五日時点の三十日以上の再入院率

に関する令和十一年度における目標値を設定する。 

目標値の設定に当たっては、退院後九十日時点の再入院率については十・三パーセ

ント以下とし、退院後百八十日時点の再入院率については十七・四パーセント以下と

し、退院後三百六十五日時点の再入院率については二十五・七パーセント以下とする

ことを基本とする。なお、当該目標値の設定時点で退院患者の精神病床への三十日以

上の再入院率について、退院後九十日時点が十・三パーセント以下、退院後百八十日

時点の再入院率が十七・四パーセント以下、退院後三百六十五日時点の再入院率が二

十五・七パーセント以下である場合は、当該目標値の設定時点における退院患者の精

神病床への三十日以上の再入院率以下とすることを基本とする。 

４ 心のサポーター数 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことがで

きるためには地域住民への普及啓発を進めることが重要であることから、差別や偏

見を持つことなく、正しい知識と理解に基づき、家族などの身近な人に対して、傾聴

を中心とした支援を行う心のサポーターの数を、目標値として設定する。 

目標値の設定に当たっては、令和十五年度末までに心のサポーター数が百万人と

なるよう、都道府県の将来人口を勘案し、目標値を設定することを基本とする。 

５ 住民のこころの状態（Ｋ６） 

地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備の状況を評価及び検討するため、住民の

心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を把握することが望ましい。 

住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度の把握に当たっては、

Ｋ６という尺度を活用し、評価することを基本とする。 

三 福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援
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又は就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、令和十一年度中に一般就労に移行す

る者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和六年度の一般就労への

移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労

継続支援Ａ型事業（就労継続支援Ａ型（規則第六条の十第一号の就労継続支援Ａ型をい

う。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）及び就労継続支援Ｂ型事業（就労継続

支援Ｂ型（同条第二号の就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以

下同じ。）について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それ

ぞれ令和十一年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 

具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を

踏まえ、令和六年度の一般就労への移行実績の一・一四倍以上とすることを基本とする。

さらに、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支援事業所のうち、就労

移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所を

全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が

困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施するこ

とが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援Ａ型事業については令和六年度の一

般就労への移行実績のおおむね一・五二倍以上、就労継続支援Ｂ型事業についてはおお

むね一・六七倍以上を目指すこととする。 

また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者

数及び事業所ごとの就労定着率（過去六年間において就労定着支援の利用を終了した

者のうち、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期間継続して就労

している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。）に係る目標値を設定

することとし、就労定着支援事業の利用者数については、令和六年度の実績の一・四七

倍以上とすることを基本とする。 

さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就

労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分以上とすることを基本とする。 

令和七年十月より、本人の自立に向けた一般就労への移行を含め、本人の希望、就労

能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援事業（就労選択支援を行う事業を

いう。以下同じ。）が開始された。この就労選択支援の障害種別にかかわらない積極的

な利用を促すため、就労選択支援を提供できるよう体制確保に努めるとともに、就労選

択支援においては地域との連携が重要であることから、協議会の設置圏域ごとに就労

選択支援事業所を一事業所以上設置することを基本とする。 

加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係

機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会（就労支援部会）等を設けて取

組を進めることを基本とする。 

また、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援Ｂ型は、令和七年十月より、「就労

選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われてい

る者」が利用対象となった（就労経験がある者等は就労選択支援を経ずに就労継続支援
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Ｂ型の利用が可能である。）。また、令和九年四月より、支援体制の整備状況を踏まえつ

つ、新たに就労継続支援Ａ型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を

超えて利用する場合においても「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労

面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となる。就労選択支援の積極的な

利用を促すため、令和十一年度の就労選択支援を利用する障害者の数を八万二千人以

上とする。 

なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和八年度末におい

て、障害福祉計画で定めた令和八年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場

合は、未達成割合を令和十一年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値

とする。 

これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都

道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係

機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の

関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向け

た取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏

域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 

また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から

重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局

及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一に掲げる事項を令和十一年度の活動指

標として設定して取り組むことが適当である。 

なお、一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援

の必要性に応じて適切に利用されるよう取り組むことが必要である。この際、就労移行

支援、就労継続支援及び就労定着支援の提供体制の動向や障害者雇用に係る求人の状

況といった、地域における障害者の就労支援に関する状況を把握し、関係機関等と共有

した上で、連携した取組を推進することが望ましい。 

また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就

労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を

併せて進めることが望ましい。この際、大学（四年制大学のほか、短期大学、大学院及

び高等専門学校を含む。）在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用す

ることが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、都

道府県等においては、関係機関等と連携して取り組むことのほか、就労移行支援につい

て、標準利用期間（二年間）を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった場

合に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切に取り組むことが望ましい。

あわせて、重度障害者については、就労やその希望に関する状況、職場や通勤における

支援ニーズを把握した上で、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

の的確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要である。 

さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力
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を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃

等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関

する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記

載し、周知を図ることが適当である。この際、あわせて、就労継続支援事業等における

農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する

支援を進めることが望ましい。 

加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成二十四年法律第五十号）において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画にお

いては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会

の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の

取組と一体的に取組を進めることが望ましい。 

なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様

なニーズに対応するため、就労継続支援Ｂ型事業等による適切な支援を実施するとと

もに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる

体制の構築を進めることが望ましい。 

四 障害児支援の提供体制の整備等 

１ 重層的な地域支援体制の構築及び障害児の地域社会への参加・インクルージョン

の推進 

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、

令和十一年度末までに、各市町村において、次に掲げる児童発達支援センターの中核

的な支援機能を確保することを基本とする。 

㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機

能 

㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 

㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 

なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えな

い。また、地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、関

係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有す

る体制の確保であっても差し支えない。その際、都道府県は、広域的な調整の観点か

ら、管内の市町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していくことが必要で

ある。 

児童発達支援センターの中核的な支援機能のうち、地域のインクルージョン推進

の中核としての機能を確保する際には、保育所等における障害児の受入れの体制の

整備状況を踏まえた上で、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センター

や地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、インクル
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ージョンを推進する体制を構築することを基本とする。 

また、インクルージョン推進のため、令和十一年度末までに、各都道府県及び各市

町村において、保育、子育て支援、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を

設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での

設置であっても差し支えない。 

２ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、難聴児の早期発見・早

期療育推進のための基本方針作成に関する検討会が令和四年二月二十五日に取りま

とめた「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」に基づき、都道府県は、

難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を

障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な取組及び地域

の実情に応じた取組について明記する。 

その際、令和十一年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、

児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等を活用し、難聴児支援のための

中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育等につなげる

連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。 

３ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事

業所の確保等 

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和十一年度末までに、

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所（児童発達支援を行う事業所を

いう。以下同じ。）及び放課後等デイサービス事業所（放課後等デイサービスを行う

事業所をいう。）を各市町村に少なくとも一箇所以上確保することを基本とする。な

お、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。

また、地域の実情により主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を未設

置の市町村においては、重症心身障害児を受け入れる体制を整備した児童発達支援

センターをはじめとする障害児通所支援事業所等の確保であっても差し支えない。 

４ 医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの

配置 

医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和十一年度末までに、各都道

府県において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るため

の協議の場に医療的ケア児支援センターが参画すること及び医療的ケア児支援セン

ターに医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置することを基

本とする。また、令和十一年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケ

ア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村単独で

の設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し

支えない。 
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５ 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにする

ための移行調整の協議の場の設置 

障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑

に移行できるように、令和十一年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移

行調整に係る協議の場を設置することを基本とする。 

６ 障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保 

障害児相談支援については、障害者に対する相談支援と同様に、質の確保及びその

向上を図りながら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、のぞまないセルフプ

ランの解消に向けた支援の提供体制の構築を図りつつ、地域における多様な障害児

及びその家族を支援する観点から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域におい

て、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関との連携体制を確保

した上で、障害児相談支援を利用していない場合も含め、障害児及びその家族への伴

走的な相談支援の体制を確保することを基本とする。 

７ 強度行動障害の状態にある児の支援のための体制の整備 

強度行動障害の状態にある児の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把

握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和十一年度末

までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、強度行動障害の状態にあ

る児に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制

の整備を進めることを基本とする。 

五 地域生活支援の充実 

障害者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実させるため、令和十一年度

末までに、各市町村は、地域生活支援拠点等を整備し（複数市町村による共同整備を含

む。）、当該市町村の全ての日常生活圏域を支援の対象とすることを基本とする。 

また、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を

更に進める観点から、これらの地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置す

ること、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者を配置

すること並びに年一回以上、支援の実績等を踏まえた運用状況（地域生活支援拠点等の

各機能が果たされているかの状況）を検証及び検討することを基本とする。 

強度行動障害の状態にある者の支援ニーズを把握し、ニーズに基づく支援体制の整

備を図ることが必要であることから、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域におい

て、強度行動障害の状態にある者について、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関

係機関が連携した支援体制を整備することを基本とする。 

六 相談支援体制の充実・強化等 

相談支援体制を充実・強化するため、令和十一年度末までに、全ての市町村において、

基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等及び協議会の設置・整備を行った上で、こ

れらを連携させること、基幹相談支援センターが別表第一の十に掲げる地域の相談支

援体制の強化を図る体制を確保すること、基幹相談支援センターが協議会の運営に関
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与すること等により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援体制の整備

に取り組む体制を確保することを基本とする。 

また、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する分析等を行うとともに、相

談支援専門員の計画的な養成等を通じて相談支援体制の充実・強化等を図ることによ

り、令和十一年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロにすることを基本と

する。 

七 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上 

障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道府県は、管内市町村と連携

しつつ、地域のニーズを踏まえて計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、

都道府県において、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等

の養成に向けた研修を実施することとする。また、障害福祉サービス等の提供に当たっ

ては、意思決定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障害福祉サービス

事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガ

イドライン」（平成二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第十五号厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長通知別添。以下「意思決定支援ガイドライン」という。）の普

及啓発に取り組むとともに、相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管

理責任者に対する意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施することを基本

とする。障害当事者が研修講師として参画したり、研修内容の企画に関わったりするこ

と等も考えられる。 

加えて、各事業所における当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取

組を推進するため、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二五年改訂

版」（令和七年六月十三日閣議決定）及び「省力化投資促進プラン―障害福祉―」（令和

七年六月十三日厚生労働省）を踏まえ、各都道府県においては人材確保や生産性向上に

関するワンストップ窓口を設置することを基本とする。また、各都道府県において、当

事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上やこれを通じた職場環境改善及び経

営改善支援に向けた関係者の連携を図る協議会を設置し、ワンストップ窓口との連携

を図ることを基本とする。 

八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて

障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要

とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市

町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉

サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提

供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、障害者自立支援審査支払等

システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業

所を確保することが必要となる。 

そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供
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していくため、令和十一年度末までに、別表第一の十三に掲げる障害福祉サービス等の

質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 

また、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や、事業者が提供するサ

ービスの質の向上に資するよう、障害福祉サービス等情報公表制度（障害者総合支援法

第七十六条の三の規定に基づき都道府県知事等が事業所の報告内容を公表する制度を

いう。以下同じ。）において、各事業所の情報が適切に公表されることが重要である。

このため、各都道府県、政令市又は中核市における管内事業所の情報の公表率及び更新

率を百パーセントとすることを基本とする。 

 

第三 計画の作成に関する事項 

一 計画の作成に関する基本的事項 

１ 作成に当たって留意すべき基本的事項 

第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向け

て実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当

である。 

㈠ 障害者等の参加 

障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの

把握に努めるほか、多様な状況にある障害者等の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるよう努めることが必要である。 

㈡ 地域社会の理解の促進 

グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者

等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、

協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅広く

求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 

㈢ 総合的な取組 

障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本

理念を踏まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保

健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総

合的に取り組むものとなることが必要である。 

２ 計画の作成のための体制の整備 

障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求

めて意見の集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の

連携、②市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要で

ある。 

㈠ 作成委員会等の開催 

障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、

サービスを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教
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育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうし

た幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画等作成委員会（以下「作成委員

会」という。）等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、障

害者総合支援法第八十八条第九項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十

三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第七項においては、協議会を設置して

いる場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることから、

協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十八条第十項及

び第八十九条第九項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び第三十三条の

二十二第八項においては、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第三十六

条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かな

ければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 

㈡ 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 

障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健

等の児童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住

宅政策担当部局、デジタル担当部局、情報通信担当部局、文化行政担当部局等の関

係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連

携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。 

㈢ 市町村と都道府県との間の連携 

市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等（都道

府県の地域生活支援事業に係る部分を除く。）並びに障害児通所支援及び障害児相

談支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一義

的な責任を負っている。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、

市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行う

ことが求められる。特に、障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所

支援を提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有

している。 

このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接

な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性

を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地

域の実情に応じた障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の

提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考え方を示すととも

に、圏域を単位として広域的な調整を進めるために、関係市町村との協議の場を設

ける等、適切な支援を行うことが望ましい。 

３ 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 

障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む

等の際は、利用者が真に必要とする質の高いサービスの提供を行うため、地域におけ

る障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつ
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ニーズを把握することが必要である。 

指定障害福祉サービス事業者等の指定については、関係市町村長が都道府県知事

に対し障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出る

こと、都道府県はその意見を勘案して指定に必要な条件を付すことができるとされ

ており、きめ細かい地域ニーズに応じたサービス提供体制の確保のため、都道府県及

び市町村においては、本制度を積極的に活用することが重要である。このため、都道

府県においては、管内市町村に対し、事業者の指定時に通知を求めるかの照会を明示

的に行うとともに、市町村においては、都道府県に対する通知の求めや意見の申出に

ついて積極的に実施することが望ましい。また、意見を申し出る際は、障害福祉計画

等の記載が根拠となることから、本制度の活用を念頭に、障害者等のニーズを的確に

把握し、計画に位置付けることが重要である。また、政令市及び中核市においても、

障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業者指定に当たり必要な条件を付すこ

とができるため、同様に、必要なニーズを計画に位置付けることが重要である。 

その上で、障害福祉サービス等の提供体制が地域のニーズに対して過剰なものと

ならないよう、特定障害福祉サービス（障害者総合支援法第三十六条第二項に規定す

る特定障害福祉サービスをいう。以下同じ。）及び特定障害児通所支援（児童福祉法

第二十一条の五の十五第二項に規定する特定障害児通所支援をいう。以下同じ。）に

係る事業者の指定に当たっては、都道府県等は、当該サービスの量が、障害福祉計画

等において定める必要な量に既に達している等、障害福祉計画等の達成に支障を生

ずるおそれがあると認めるときは、事業者の指定をしないことができることとされ

ている。特に、別表第五の一の項に掲げる要件に該当する市町村における事業者の指

定に当たっては、都道府県等は、当該規定を踏まえた対応が必要である。ただし、地

域の実情を踏まえ、強度行動障害の状態にある児者や高次脳機能障害を有する児者、

医療的ケアを必要とする児者等の重度障害児者等の個別ニーズを勘案し、必要な場

合には、当該個別ニーズへの対応の必要性や当該サービスの重度障害児者等の利用

者数の見込みを障害福祉計画等に定める等により、当該個別ニーズに対応する事業

者を指定する等の運用が望ましい。その際、市町村においては、当該ニーズに関する

意見の申出を積極的に実施することとする。 

障害者等のサービスの利用実態やニーズの把握を踏まえた、障害福祉計画等の策

定に当たっては、障害福祉等関連情報等の利用やロジックモデル等のツールの活用、

各地方公共団体において実施しているＥＢＰＭやＰＤＣＡに関する取組等、実効的

な計画の策定を行うよう努めることが必要である。また、指標に係る目標との乖(か

い)離が生じた場合には、利用実態等を踏まえながら、検証することが望ましい。 

加えて、障害者等が可能な限りその身近な地域において必要な支援を受けられる

環境を整備する観点から、地域の実情に応じて、市町村内のよりきめ細かな地域単位

でのニーズや、医療的ケアを必要とする者や重度の障害者等のニーズについても把

握することが望ましい。 
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このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に

応じ、アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、

ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択

してのヒアリング、障害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、

地域の実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。 

４ 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 

都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障

害児通所支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県

及び市町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育

て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定

こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における障害児の受入れ

の体制整備を行うものとする。 

５ 区域の設定 

都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画（以下「都道府県障害福祉計画

等」という。）においては、指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第二十九条第

一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。）、指定地域相談支援（障害

者総合支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同

じ。）、指定計画相談支援（障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定

計画相談支援をいう。以下同じ。）、指定通所支援（児童福祉法第二十一条の五の三第

一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。）及び指定障害児相談支援（同法第

二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。）の種類

ごとの量の見込みを定める単位となる区域（障害者総合支援法第八十九条第二項第

二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定める

区域をいう。別表第二の三㈠の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。）を定めるもの

とされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準と

して当該区域を定めることが必要である。 

６ 住民の意見の反映 

障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含

む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要で

ある。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域

住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会（タ

ウンミーティング）の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考

えられる。 

７ 他の計画等との関係 

障害福祉計画等は、障害者計画（障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県

障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。）、地域福祉計画、地

域医療構想（医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。）及び
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医療計画、介護保険事業計画（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百十七条

第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第一項に規定する都

道府県介護保険事業支援計画をいう。）、子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育

て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法

第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。）、賃

貸住宅供給促進計画（住宅セーフティネット法第五条第一項に規定する都道府県賃

貸住宅供給促進計画及び住宅セーフティネット法第六条第一項に規定する市町村賃

貸住宅供給促進計画をいう。）その他の法律の規定による計画等であって障害者等の

福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。 

８ 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 

障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、

必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を

講ずるものとする。 

そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、

障害者施策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等

の中間評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等

の変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議

会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めるこ

とが望ましい。 

これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、

設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。 

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項 

市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画（以下「市町村障害福祉計画等」とい

う。）においては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指

定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援（以下「指定障害福祉サ

ービス等」という。）及び指定通所支援又は指定障害児相談支援（以下「指定通所支援

等」という。）の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項並びに同表の四の項に掲げ

る事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福

祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関

する事項並びに同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項と

し、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる

事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進め

ることが適当である。 

１ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障

害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障

害児相談支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、
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当該成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉

計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 

２ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な

量の見込み及びその見込量の確保のための方策 

㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要

な量の見込み 

令和十一年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援

等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 

その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者

等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏ま

えて設定することが適当である。特に、別表第五の一の項に掲げる要件に該当する

市町村においては、特定障害福祉サービス及び特定障害児通所支援の種類ごとの

必要な量の見込みを定めるに当たっては、次に掲げる方法により設定することを

基本とする。 

⑴ 同表の二の項に掲げる算定方法 

⑵ 地域の具体的なニーズ調査を踏まえ、市町村障害福祉計画等において、⑴と異

なる算定方法をその必要性及び根拠を添えて示す場合には、当該算定方法 

また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援Ｂ型及び施設入所支

援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとし、指

定通所支援等の必要な量の見込みについては、保育所等における障害児の受入れ

の体制の整備状況を踏まえた上で、設定するものとする。 

さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定に当たっ

ては、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移

行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 

特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町

村は都道府県、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連

携しながら、障害児が指定障害児入所施設等（児童福祉法第二十四条の二第一項に

規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。）へ入所した後から、退所後の

支援を見据え、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行

われるよう体制整備を図っていくことが必要である。 

㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保

のための方策 

指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方

策を定める。 

この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う

意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事

業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 
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特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支え

る基本事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一箇所確

保できるよう努める必要がある。また、指定通所支援等については、指定通所支援

等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うこ

とを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さらに、指定計画相

談支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める

必要がある。なお、小規模町村等において、訪問系サービスや指定通所支援を行う

事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所や居宅介護

支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての指定を

取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの工夫が必

要である。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病

気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重

要であり、医療型短期入所をはじめとした指定短期入所事業所の確保に努める必

要がある。 

㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実 

地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レベルでの取組の基礎とす

るため、障害者等の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのよ

うな機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービスや相談支援等のニ

ーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの

設置状況等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として目指すべき姿を検討

することが求められる。 

このため、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、

現状の地域生活支援拠点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等に

ついては、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補完する方策の検討や

関係者への研修の実施等を通じて、地域生活支援拠点等が地域のニーズや課題に

応えられているか、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続的に検証

及び検討を行うことで、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える体制を構

築する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与す

る全ての機関及び人材の有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道府県

障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。 

㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに

計画的な基盤整備の方策 

施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築、障害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの

課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サー

ビス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計

画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要であ
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る。 

このため、このような市町村においては、都道府県が三の２の㈣によりサービス

の種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を

行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に

反映することが必要である。 

３ 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 

市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資す

るよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 

㈠ 実施する事業の内容 

㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み 

㈢ 各事業の見込量の確保のための方策 

㈣ その他実施に必要な事項 

４ 関係機関との連携に関する事項 

㈠ 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機

関との連携に関する事項 

第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医

療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機

関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他

の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携するこ

とが必要である。 

㈡ 指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 

第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保

健、医療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機

関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 

三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 

都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表の四の項

中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量

の見込みに関する事項、同表の六の項に掲げる事項並びに同表の七の項に掲げる事項

は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サー

ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事

項、同表の八の項に掲げる事項並びに同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めな

ければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同

表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事

項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進める

ことが適当である。 

１ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提

供体制の確保に係る目標に関する事項 
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障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提

供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標について

は、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の

実情を踏まえて設定することが適当である。 

２ 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必

要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策 

㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要

な量の見込み 

区域ごとに令和十一年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指

定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 

その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを

基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等

における見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神障害に関しては、医療

計画における基準病床数算定式で算定された病床数等と整合性がとれるようにす

るとともに、退院先の市町村において必要なサービスが確保されるよう、都道府県

は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活

介護、就労継続支援Ｂ型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入

所者の数を除いて設定するものとする。 

なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計画における福祉施設入所者

の地域生活への移行に関する目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修に

当たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施設入所支援が必要な者

の状況も考慮し、地域のニーズに応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調

整することが望ましい。 

また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害

福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確

保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の

確保に留意することが必要である。 

㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保

のための方策 

指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方

策を定める。 

この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う

意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事

業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 

ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、

障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の

確保に努めることが必要である。 
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㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた市町村支援等 

地域生活支援拠点等の機能の充実については、都道府県は二の２の㈢における

検証及び検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所

支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点

等の運営に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画と

の調整を図るものとする。また、都道府県は、市町村における地域生活支援拠点等

の整備（複数市町村における共同整備を含む。）に当たって必要な支援を行うとと

もに、地域生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する研修会等の開

催や管内市町村における好事例の紹介、現状や課題の共有等、必要な支援を継続的

に行う必要がある。 

㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに

計画的な基盤整備の方策 

施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築、障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、

これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福

祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が

協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うこ

とが必要である。 

このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課

題を整理した上で、令和十一年度において障害者等の支援に必要となる指定障害

福祉サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要

である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サー

ビス及び指定通所支援を実施する事業所数（訪問系サービスを実施する事業所数

を除く。以下同じ。）を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画（以下「整

備計画」という。）を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の

見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に留意しつつ

作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町

村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要で

ある。 

３ 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 

令和十一年度までの各年度における指定障害者支援施設（障害者総合支援法第二

十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。）及び指定障害児入

所施設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが

適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて

設定するものとする。 

また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から

障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必
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要である。 

このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所

等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、

地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所し

た後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。 

４ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上

並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質

の向上のために講ずる措置 

指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定

障害児入所施設等の施設障害福祉サービス（以下「指定障害福祉サービス等支援」と

いう。）の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指

定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の

養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが

重要である。 

㈠ サービスの提供に係る人材の研修 

人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみな

らず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支

援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 

障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員とし

て、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障

害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計

画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都

道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管

理責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、

サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の

特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修

に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業

者養成研修等を十分に実施することが必要である。障害児支援人材の育成につい

ては、全国どの地域においても質の高い障害児支援の提供が図られるよう、都道府

県において、第一の四の６に掲げる取組を進めることが重要である。 

行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行

うため、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的

な研修を実施することが必要である。 

さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターについて、

ピアサポートの質を確保する観点から、都道府県において障害者ピアサポート研

修を実施することが必要である。 

また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保



40 

 

健福祉センター（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第

百二十三号）第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。）、高次脳機

能障害者支援センター等との連携による専門分野別の研修等、地域の実情に応じ

た研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切

な支援についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等

との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望

ましい。 

都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福

祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り

組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定

めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要

である。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重

症心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理

解が図られるようなものとすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障

害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障

害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的

に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望

ましい。 

また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀

痰(かくたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要で

ある。 

さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問

を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービ

スに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター（社会福祉法第九十三

条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。）と連携し、福祉人材の無

料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を

支援することが望ましい。 

㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上 

障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、不適切な事業運営を行う事

業所をなくし、サービスの質の確保・向上を図ることが重要である。 

指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供

されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法

第七十八条第一項において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サー

ビスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービス

を受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなけ

ればならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、

適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積
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極的に活用するよう支援することが望ましい。 

就労系障害福祉サービスの質の確保についても、指定就労継続支援事業所の新

規指定や運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保

に向けて取り組むことが必要である。 

また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっては、事業者自ら運営を適

正にしていく取組が重要である。例えば、障害者支援施設及び共同生活援助につい

ては、事業運営の透明性の確保の観点から地域連携推進会議の開催が義務付けら

れているため、その確実な履行を求める、共同生活援助については、運営や支援内

容に関する最低限の基準を示したガイドラインを踏まえ、支援の質の向上に努め

ることを求めるなど、サービスごとの特性を踏まえた適切な取組が推進されるよ

う、事業者に対する必要な周知等を行うことが必要である。 

また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等又は

障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを

選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが

重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図ると

ともに、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活

用しやすい仕組みづくりや普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要

である。こうした取組等により、各事業者における確実な報告を促すとともに、指

定更新時には事業者から適切に報告がなされているか確認を行うことが必要であ

る。 

さらに、障害福祉サービス等に係る国民の現状・実態の理解の促進や、必要なサ

ービスの利用機会の確保等の観点から、令和七年度より、事業者の経営情報につい

ても収集を行い、グルーピングした分析結果を公表する制度が創設されたところ

であり、適切に制度の運用に取り組むことが必要である。 

加えて、障害福祉サービス等の質の確保のためには、「指定障害福祉サービス事

業者等指導指針」（平成二十六年一月二十三日付け障発〇一二三第二号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知別添一）、「指定障害福祉サービス事業者等監査

指針」（同通知別添二）等に基づく、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児

通所支援事業者等に対する運営指導・監査の適正な実施が必要である。また、運営

指導・監査を行う都道府県等の職員の育成・研修等も重要である。 

５ 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 

都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資

するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 

㈠ 実施する事業の内容 

㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み 

㈢ 各事業の見込量の確保のための方策 

㈣ その他実施に必要な事項 
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６ 関係機関との連携に関する事項 

㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業

の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 

第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医

療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機

関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他

の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携するこ

とが必要である。 

㈡ 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事

項 

第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保

健、医療、児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、

医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 

四 その他 

１ 計画の作成の時期 

第八期障害福祉計画及び第四期障害児福祉計画は、令和九年度から令和十一年度

までの三年間における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等

について定めるものである。 

２ 計画の期間 

障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び

市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定

を可能とする。ただし、国がこの指針を改定した時点において、都道府県及び市町村

が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえ

て、支給実績、障害福祉に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分析及び評

価を行い、その結果として算出されたサービス見込量と既存のサービス見込量につ

いて乖離が生じた場合は、サービス見込量の変更について三年を一期として必ず計

画に反映させるとともに、新しい指針を踏まえた成果目標及び活動指標との乖離が

生じた時等必要がある場合には計画期間の途中であっても見直しを行う。 

３ 計画の公表 

市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の２の㈠に掲げる事項につ

いては、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項について

も、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行う

ことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表する

とともに、これを都道府県知事に提出することが必要である。 

都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとと

もに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。 

４ その他 
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㈠ 各都道府県が定める圏域に留意した上で、市町村が作成する障害福祉計画等に

ついては、共同策定が可能である。 

㈡ サービスの見込量以外の活動指標については、地方公共団体の実情に応じて任

意に定めることが可能である。 

 

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を

確保するために必要な事項等 

一 障害者等に対する虐待の防止 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成二十三年法律

第七十九号。以下「障害者虐待防止法」という。）、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十一号）等を踏まえ、指定障害福祉

サービス等及び指定通所支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

虐待防止委員会の設置、従業者に対する研修の実施、虐待の防止に関する担当者の配置

等の措置を講じなければならない。 

都道府県及び市町村においては、近年の通報・相談件数の増加等を踏まえ、事実確認

調査の徹底と虐待対応体制の整備、重篤事例等の検証について、より一層の推進を図る

ことが重要である。 

また、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」（厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室、こども家庭庁支援

局障害児支援課作成）に沿って、都道府県障害者権利擁護センター（障害者虐待防止法

第三十六条第一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。）、市町村障害者虐待防

止センター（障害者虐待防止法第三十二条第一項の市町村障害者虐待防止センターを

いう。）を中心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び

障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等

から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場

合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組につ

いては、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要で

ある。 

地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しな

がら、効果的な体制を構築することが望ましい。さらに、学校、保育所等、医療機関に

おける障害者を含む虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機関・部署との連携

を図るとともに、学校、保育所等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障

害者虐待防止研修への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要がある。 

なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、

速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待

対応協力者（障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者
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をいう。）と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必

要である。特に、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職が必ず参加

し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する必要がある。 

また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが

必要である。 

１ 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発

見 

都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専

門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止

に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たること、虐待と疑わ

れる事案を発見した場合には速やかに通報することを求める必要がある。 

また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定障害児通所支援事業所等の設置者・

管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修

の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することや、地域交流やボランティア等の受入

れを通じて地域に開かれた事業運営を行うこと等について、各種研修や指導監査な

どあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サー

ビス利用支援（障害者総合支援法第五条第二十四項に規定する継続サービス利用支

援をいう。）により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を

把握することが可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援

の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る

必要がある。 

２ 一時保護に必要な居室の確保 

市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保

護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点等を活用するとともに、都道

府県においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村

域を超えた広域的な調整を行うこととする。 

３ 指定障害児入所支援の従業者への研修 

指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図

られるとともに、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様

に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められており、設置者・

管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修

の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。 

４ 権利擁護の取組 

障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年

後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとと

もに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研

修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの取組を行うに当た
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っては、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成二十八年法律第二十九号）を

踏まえ、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用

促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい。 

５ 精神障害者に対する虐待の防止 

精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和四年

法律第百四号）により、令和六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体

制の整備等が管理者に義務付けられたことや、業務従事者による虐待を発見した者

に通報が義務付けられたこと等を踏まえ、都道府県においては、業務従事者等による

通報の受理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が求められる。 

二 意思決定支援の促進 

都道府県及び市町村は、指導監査等の機会を通じて、意思決定支援ガイドラインを踏

まえた意思決定支援の取組状況やサービス担当者会議・個別支援会議における本人の

同席等の状況を確認すること等により、障害福祉サービス等事業所における意思決定

支援をより一層推進する必要がある。 

さらに、市町村は、結婚、出産、子育てを含め、どのような暮らしを送るかは障害者

本人が決めることを前提として、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、障害福

祉や母子保健、児童福祉の関係機関における各施策の連携に取り組むことが重要であ

る。 

三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進 

障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進に関しては、都道府県による障

害者の文化芸術活動を支援するセンター及び広域的な支援を行うセンターにおける次

の支援を推進する。 

㈠ 文化芸術活動に関する相談支援 

㈡ 文化芸術活動を支援する人材の育成 

㈢ 関係者のネットワークづくり 

㈣ 文化芸術活動に参加する機会の創出 

㈤ 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信 

㈥ その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等 

また、障害者のスポーツによる社会参加等の促進に関しては、スポーツ基本法（平成

二十三年法律第七十八号）第二条第五項において、スポーツは、障害者をはじめとする

全ての国民が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び

程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつつ、共生社会の実現に資することを旨とし

て、推進されなければならないとされていることを踏まえ、スポーツを通じて社会参画

するとともに、健康増進に資するよう、障害者のスポーツ実施環境の整備等により、ス

ポーツを通じた共生社会の実現を目指すことが重要である。その際、学校部活動の地域

展開等が進められていることも踏まえ、地域の実情等に応じて、教育、スポーツ、文化
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を担当する部局や障害保健福祉担当部局等の関係部局が連携することが望ましい。こ

のほか、都道府県及び市区町村においては、地域の実情を踏まえつつ、障害者の社会参

加に資する交流、余暇活動・体力増強に資するための活動などの取組を実施することが

必要である。 

四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 

第一の一の６における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、

都道府県・市区町村において、障害特性（聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、

失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等）に配慮した意思疎通支援や

支援者の養成、障害当事者によるＩＣＴ活用等の促進を図るため、次のような取組を実

施することが必要である。 

㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援（手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指

点字等）のニーズを把握するための調査等 

㈡ ニーズに対応した支援の実施及び若年層を含む幅広い年齢層の人材確保に必要な

意思疎通支援者の養成 

㈢ 指導者養成研修の受講 

㈣ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり（都道府県による広

域派遣や派遣調整等を含む。） 

㈤ 遠隔地や緊急時等に対応するためのＩＣＴ機器等の利活用及び障害当事者に対す

るＩＣＴ機器の利用支援 

五 障害を理由とする差別の解消の推進 

共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限

し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）では、障害者等

に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対

象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととし

ている。 

都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を

図るための啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援を

行う事業者をはじめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するた

めの取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「障害者差別解消法福祉事業者向けガ

イドライン～福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するた

めの措置に関する対応指針～」（令和六年三月厚生労働大臣決定）を踏まえ、必要かつ

合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待さ

れる。 

六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全

確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 

障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地
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域共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向

性を堅持し、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用

者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支

援を行うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながり

が発災時における障害者等の安全確保につながるとともに、発災時には、障害福祉サー

ビス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が福祉避難所として地域の安全

提供の拠点となることも踏まえる必要がある。このため、「第一次国土強靱化実施中期

計画」（令和七年六月六日閣議決定）に基づく施設・事業所等の耐災害性の強化を早急

に進め、施設・事業所等の防災対策を進める必要がある。また、災害対策基本法等の一

部を改正する法律（令和七年法律第五十一号）を踏まえ、災害時に障害者等の要配慮者

への障害福祉サービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作成や福祉

避難所の指定等の取組について、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を

提供する事業所が地方公共団体の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むこと

が望ましい。 

さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して

生活できるように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、本人の意

思に反した異性介助が行われることがないよう、サービス管理責任者や相談支援専門

員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を尊重したサービス提供体制を整備す

ること、職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、生き生きと障害者

等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇改善等により職場環境の改善を

進めていくことが必要である。 
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別表第一 

一 福祉施設から一般就労への移行等 

事     項 内      容 

障害者に対する職業訓練

の受講 

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当

部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労

への移行を促進するため、令和十一年度において、福祉施設か

ら一般就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓練を受講

することができるよう、受講者数の見込みを設定する。 

一般就労に向けた福祉施

設から公共職業安定所へ

の誘導 

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連

携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な

連携を促し、令和十一年度において、福祉施設の利用者のう

ち、一般就労を希望する者が公共職業安定所の支援を受ける

ことができるよう、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する

福祉施設利用者数の見込みを設定する。 

福祉施設から障害者就

業・生活支援センターへ

の誘導 

都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都

道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した

者を支援するため、令和十一年度において、福祉施設から一般

就労に移行する利用者のうち、就労定着支援事業の利用実績

に基づく成果目標等を踏まえつつ、地域に十分な数の就労定

着支援事業所がない場合等、地域の実情に応じて障害者就業・

生活支援センターによる支援が必要な場合には、地域の支援

機関と十分に協議の上で、障害者就業・生活支援センターへ誘

導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 

ただし、障害者就業・生活支援センターについては、障害者

雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会が令和三年六月八

日に取りまとめた「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する

検討会報告書」において、「今後、就業支援・生活支援双方に

おける基幹型としての機能も担う地域の拠点として、地域の

支援ネットワークの強化、充実を図っていくことも求められ

る」とされたことを踏まえ、いわゆる基幹型の取組を行ってい

る場合は、地域の実情に応じて、活動指標を設定しないことと

してもよい。 

公共職業安定所における

福祉施設利用者の支援 

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連

携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な

連携を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切かつ必要

な就労支援を利用者に対して行い、令和十一年度において、福

祉施設の利用者のうち、一般就労を希望する者が公共職業安

定所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつく

よう、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込

みを設定する。 
 

二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 
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居宅介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に居宅介護の利用が見込まれる者の数、平均的な

一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを

設定する。 

重度訪問介護 

 

 

 

 

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に重度訪問介護の利用が見込まれる者の数、平均

的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込

みを設定する。 

同行援護 

 

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、平均的な一人

当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定

する。 

行動援護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に行動援護の利用が見込まれる者の数、平均的な

一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを

設定する。 

重度障害者等包括支援 

 

 

 

 

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に重度障害者等包括支援の利用が見込まれる者の

数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量

の見込みを設定する。 

 

三 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、療養介護、短期入所（福祉型）、短

期入所（医療型） 

生活介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に生活介護の利用が見込まれる者の数、平均的な

一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを

設定する。 

さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害の状態にある者

や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とする者等

の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定するよ

う努めること。 
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自立訓練（機能訓練）（規

則第六条の七第一号の自

立訓練（機能訓練）をい

う。） 

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案

して、利用者数及び量の見込みを設定する。 

自立訓練（生活訓練）（規

則第六条の七第二号の自

立訓練（生活訓練）をい

う。以下同じ。） 

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に自立訓練（生活訓練）の利用が見込まれる者の

数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量

の見込みを設定する。 

就労選択支援 障害者等のニーズ、特別支援学校卒業者数、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を新たに利用する者

の数、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を現に利用している者の数等を勘案して、利用者数の見込み

を設定する。 

就労移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、

福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒

業者、復職を希望する休職者等新たに就労移行支援事業の対

象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘

案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 

就労継続支援Ａ型 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に就労継続支援Ａ型の利用が見込まれる者の数、

就労継続支援Ａ型の利用者の一般就労への移行者数、平均的

な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数

及び量の見込みを設定する。 

就労継続支援Ｂ型 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に就労継続支援Ｂ型の利用が見込まれる者の数、

就労継続支援Ｂ型の利用者の一般就労への移行者数、平均的

な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込み

を設定する。 

設定に当たっては、区域内の就労継続支援Ｂ型事業所にお

ける工賃（事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必

要な経費を控除して支払う金額をいう。）の平均額について、

区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 

就労定着支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福祉施設の利

用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込

みを設定する。 
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療養介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、

利用者数の見込みを設定する。 

短期入所（福祉型、医療

型） 

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な

一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを

設定する。 

さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害の状態にある者

や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とする者等

の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定するよ

う努めること。 

 

四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 

自立生活援助 現に利用している者の数、同居している家族による支援を

受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者

数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生

活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の

見込みを設定する。 

共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人

暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グルー

プホームから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込

みを設定する。 

さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害の状態にある者

や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とする者等

の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定するよ

う努めること。 

施設入所支援 令和七年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所

者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム

等での対応が困難な者の利用といった、真に必要と判断され

る数（施設への入所を新たに希望する者については、特にニー

ズや環境等を十分確認した上で計画期間中に施設入所支援が

必要と判断される数）を加えた数を勘案して、利用者数の見込

みを設定する。 

当該利用者数の見込みの設定に当たっては、障害者支援施

設に求められる機能を勘案し、令和十一年度末において、令和

七年度末時点の施設入所者数の五パーセント以上を削減する

こととし、令和八年度末において、障害福祉計画で定めた令和

八年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、

未達成割合を令和十一年度末における施設入所者の削減割合

の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつ
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つ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 

また、障害者支援施設に求められる機能を勘案し、入所者の

生活環境の向上を図るため、施設における居室の個室化・ユニ

ット化、日中活動の場と住まいの場の分離等の取組状況（施設

数、割合の推移等）を把握し、今後の個室化等の見込みを設定

することが望ましい。 

地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の設置箇所数と、拠点コーディネータ

ーの配置人数、地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向

けた支援の実績等を踏まえた、地域生活支援拠点等の各機能

が果たされているかの状況等についての検証及び検討の実施

回数について、年間の見込み数を設定する。 

 

五 相談支援 

計画相談支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神

障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利用が見

込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 

地域移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の

地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活

への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘

案して、利用者数の見込みを設定する。 

設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町

村が対象者数の見込みを設定する。 

地域定着支援 現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居

している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入

所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地

域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数

等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 

 

六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 

児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の

数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケ

ア児等のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児

の受入状況、入所施設から退所した後に児童発達支援の利用

が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘

案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 
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放課後等デイサービス 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の

数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケ

ア児等のニーズ、放課後児童健全育成事業、小・中学校、特別

支援学校等での障害児の受入又は利用状況、入所施設から退

所した後に放課後等デイサービスの利用が見込まれる障害児

の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及

び量の見込みを設定する。 

保育所等訪問支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の

数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケ

ア児等のニーズ、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特

別支援学校等での障害児の受入又は利用状況、平均的な一人

当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設

定する。 

居宅訪問型児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の

数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケ

ア児等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利

用児童数及び量の見込みを設定する。 

福祉型障害児入所施設及

び医療型障害児入所施設 

 

地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の

数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケ

ア児等のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定す

る。 

障害児相談支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の

数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケ

ア児等のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定す

る。 

都道府県における医療的

ケア児等の支援を総合調

整するコーディネーター

の配置人数 

医療的ケア児支援センターにおいて、医療的ケア児等の支

援を総合調整するために必要となる配置人数の見込みを設定

する。 

市町村における医療的ケ

ア児等に対する関連分野

の支援を調整するコーデ

ィネーターの配置人数 

地域における医療的ケア児等のニーズ等を勘案して、必要

となる配置人数の見込みを設定する。 

 

七 発達障害者等に対する支援 

発達障害者支援地域協議

会の開催 

地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行

うために必要な開催回数の見込みを設定する。 

発達障害者支援センター

による相談支援 

現状の相談件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等で

の対応が困難であり発達障害者支援センターによる相談支援

が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを
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設定する。 

発達障害者支援センター

及び発達障害者地域支援

マネジャーの関係機関へ

の助言 

現状の助言件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等で

の対応が困難な事例（強度行動障害やひきこもり等）に対する

発達障害者支援センター又は発達障害者地域支援マネジャー

の助言を必要とする数を勘案して、助言件数の見込みを設定

する。 

発達障害者支援センター

及び発達障害者地域支援

マネジャーの外部機関や

地域住民への研修、啓発 

現状の研修及び啓発状況を勘案し、個々の発達障害の特性

に関する理解が図られるために必要な研修、啓発件数の見込

みを設定する。 

ペアレントトレーニン

グやペアレントプログ

ラム等の支援プログラ

ム等の受講者数（保護

者）及び実施者数（支援

者） 

現状のペアレントトレーニングやペアレントプログラム等

の支援プログラム等の実施状況及び市町村等における発達障

害者等の数を勘案し、プログラムの受講者数（保護者）及びプ

ログラムの実施者数（支援者）の見込みを設定する。 

ペアレントメンターの人

数 

現状のペアレントメンター養成研修等の実施状況及び市町

村等における発達障害者等の数を勘案し、ペアレントメンタ

ーの人数の見込みを設定する。 

ピアサポートの活動への

参加人数 

現状のピアサポートの活動状況及び市町村等における発達

障害者等の数を勘案し、数の見込みを設定する。 

 

八 高次脳機能障害者に対する支援 

高次脳機能障害者支援セ

ンターの設置箇所数 

高次脳機能障害者支援センターの設置箇所数の見込みを設

定する。 

高次脳機能障害者支援地

域協議会の開催回数 

地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行

うために必要な開催回数の見込みを設定する。 

高次脳機能障害者支援セ

ンターにおける支援コー

ディネーターの配置人数 

高次脳機能障害者支援センターにおける支援コーディネー

ターの配置人数の見込みを設定する。 

高次脳機能障害者支援セ

ンターにおける相談支援 

高次脳機能障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が

困難であり高次脳機能障害者支援センターによる相談支援が

真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設

定する。 

高次脳機能障害者支援セ

ンターの外部機関や地域

住民への研修、啓発 

現状の研修及び啓発状況を勘案し、個々の高次脳機能障害

者の特性に関する理解が図られるために必要な研修、啓発件

数の見込みを設定する。 

 

九 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 



55 

 

保健、医療及び福祉関係

者による協議の場の開催

回数 

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を

通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要

となる、協議の場の一年間の開催回数の見込みを設定する。 

保健、医療及び福祉関係

者による協議の場への関

係者の参加者数 

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を

通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要

となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者

ごと（医療にあっては、精神科及び精神科以外の医療機関別）

の参加者数の見込みを設定する。 

保健、医療及び福祉関係

者による協議の場におけ

る目標設定及び活動状況

の把握・評価 

都道府県、障害福祉圏域、市町村ごとの保健、医療及び福祉

関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体

制を構築するための協議の場における目標設定並びに活動状

況の把握及び評価の見込みを設定する。 

心のサポーター養成研修

実施回数 

心のサポーターの養成のための心のサポーター養成研修の

一年間の実施回数の見込みを設定する。 

精神保健福祉相談員講習

会等の実施回数 

精神障害者及び精神保健に課題を抱える者に対する相談及

び援助の充実を図るための精神保健福祉相談員講習会等の精

神保健福祉に関する研修の実施回数の見込みを設定する。 

精神障害者の地域移行支

援 

現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入

院中の精神障害者のうち地域移行支援の利用が見込まれる者

の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 

精神障害者の地域定着支

援 

現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援

の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込み

を設定する。 

精神障害者の共同生活援

助 

現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助

の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込み

を設定する。 

精神障害者の自立生活援

助 

現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助

の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込み

を設定する。 

精神障害者の自立訓練

（生活訓練） 

現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練（生

活訓練）の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の

見込みを設定する。 

精神障害者の短期入所 現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利

用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設

定する。 
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精神病床における退院患

者の退院後の行き先 

都道府県において、入院中の精神障害者が地域生活を送る

ための基盤整備内容を検討するために必要となる、精神病床

からの退院後の行き先別の退院患者数の見込みを設定する。 

 

十 相談支援体制の充実・強化のための取組 

都道府県における相談

支援の体制整備の取組 

都道府県における、アドバイザー（相談支援体制整備等に

関する助言・調整を行う者）の地域の実情に応じた配置の有

無の見込みを設定する。 

都道府県が市町村等に対して実施する相談支援体制に関す

る研修等の開催回数の見込みを設定する。 

基幹相談支援センター

による市町村の相談支

援体制の強化 

基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配

置数の見込みを設定する。 

基幹相談支援センターの人材育成等の取組に参加する相

談支援事業所の、管内の全ての相談支援事業所に占める割合 

（取組例：基幹相談支援センターによる地域の相談支援事

業所に対する訪問等による専門的な指導・助言、地域の相談

支援機関や医療、教育機関等との連携強化の取組、個別事例

の支援内容の検証等） 

基幹相談支援センターによる協議会の運営への関与の有

無の見込みを設定する。 

協議会における個別事

例の検討を通じた、地域

における課題解決に向

けた取組 

協議会の実施回数、専門部会の設置数及び実施回数の見込

みを設定する。 

個別事例の検討を通じて抽出された課題を踏まえ、地域に

おける障害者の支援体制の整備等について、協議会の議題と

した数の見込みを設定する。 

 

十一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行支援 障害者支援施設の地域移行等意向確認担当者による、地域

生活への移行に向けた入所者全員への支援の回数 

 

十二 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上 

計画的な人材養成の推進 都道府県による相談支援専門員研修（初任者・現任・主任）

及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修（基

礎・実践・更新）修了者数の見込みについて定める。 

都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・

児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を

活用した研修の実施回数及び修了者数の見込みを設定する。 
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ワンストップ窓口の活用 都道府県ごとに設置された人材確保や生産性向上に関する

ワンストップ窓口において、障害福祉人材の確保・定着、生産

性の向上に関する支援を利用した事業所数の見込みを設定す

る。 

福祉・介護職員等処遇改

善加算の取得 

指定権者ごとに福祉・介護職員等処遇改善加算を取得して

いる事業所の割合の見込みを設定する。 

 

十三 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 

障害福祉サービス等に係

る研修その他の研修の活

用 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他

の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。 

障害者自立支援審査支払

等システムによる審査結

果の共有 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分

析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する

体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 

指導監査結果の関係市町

村との共有 

都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指

定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施と

その結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回

数の見込みを設定する。 

 

別表第二 

事     項 内      容 

一 市町村障害福祉計画

等の基本的理念等 

市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理

念、目的及び特色等を定めること。 

二 提供体制の確保に係

る目標 

 

㈠ 障害福祉サービス、

相談支援及び地域生

活支援事業の提供体

制の確保に係る目標 

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害

にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠

点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への

移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応

じて、令和十一年度における成果目標を設定すること。 

㈡  障害児通所支援及

び障害児相談支援の

提供体制の確保に係

る目標 

障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に即

して、地域の実情に応じて、令和十一年度における成果目標を

設定すること。 

三 支援の種類ごとの必

要な量の見込み及びそ

の見込量の確保のため

の方策 
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㈠  各年度における指

定障害福祉サービス

等の種類ごとの必要

な量の見込み及びそ

の見込量の確保のた

めの方策 

① 別表第一を参考として、⑤の令和十一年度末の長期入院

患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体

制の基盤整備量（利用者数）を勘案しながら、地域の実情

を踏まえて、令和十一年度までの各年度における市町村ご

との指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考

え方及び必要な量の見込みを定めること。 

② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確

保のための方策を定めること。 

③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備

及び機能強化の方策を定めること。 

④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及

び計画的な基盤整備の方策を定めること。 

⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げ

る式により算定した、当該都道府県の区域（地方自治法第

五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四におい

て同じ。）における令和十一年度末の長期入院患者の地域生

活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備

量（利用者数）を勘案して、当該市町村の区域における令

和十一年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地

域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を定

めること。 

㈡  各年度における指

定通所支援等の種類

ごとの必要な量の見

込み及びその見込量

の確保のための方策 

① 別表第一を参考として、令和十一年度までの各年度にお

ける市町村ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に関す

る考え方及び必要な量の見込みを定めること。 

② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のため

の方策を定めること。 

③ 圏域単位を標準とした指定通所支援の見通し及び計画的

な基盤整備の方策を定めること。 

四  市町村の地域生活支

援事業の種類ごとの実

施に関する事項 

市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定め

る成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事

項を定めること。 

① 実施する事業の内容 

② 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及

び量の見込み 

③ 各年度の見込量の確保のための方策 

④ その他実施に必要な事項 

五 関係機関との連携に

関する事項 

 

㈠  指定障害福祉サー

ビス等及び地域生活

支援事業の提供体制

の確保に係る関係機

市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関、公共職業

安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター

その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その

他の関係機関との連携方法等を定めること。 
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関との連携に関する

事項 

㈡  指定通所支援等の

提供体制の確保に係

る関係機関との連携

に関する事項 

市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関その他の

関係機関との連携方法等を定めること。 

六 市町村障害福祉計画

等の期間 

市町村障害福祉計画等の期間を定めること。 

七 市町村障害福祉計画

等の達成状況の点検及

び評価 

各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検及

び評価する方法等を定めること。 

 

別表第三 

事     項 内      容 

一 都道府県障害福祉計

画等の基本的な理念等 

都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理

念、目的及び特色等を定めること。 

二 区域の設定 指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの

量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣

旨、内容等を定めること。 

三 提供体制の確保に係

る目標 

 

㈠ 障害福祉サービス、

相談支援及び地域生活

支援事業の提供体制の

確保に係る目標 

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害

にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点

等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行

等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、

令和十一年度における成果目標を設定すること。 

特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を

達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、

都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項に

ついて障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現

に向けた取組を定めること。 

① 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般

就労への移行 

② 障害者に対する職業訓練の受講 

③ 一般就労に向けた福祉施設から公共職業安定所への誘導 

④ 職場定着に向けた福祉施設から障害者就業・生活支援セ

ンターへの誘導 

⑤ 公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 
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㈡ 障害児通所支援等

の提供体制の確保に係

る目標 

障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即し

て、地域の実情に応じて、令和十一年度における障害児通所支

援等の提供体制の確保について成果目標を設定すること。 

四 支援の種類ごとの必

要な量の見込み及びそ

の見込量の確保のため

の方策 

 

㈠  各年度における指

定障害福祉サービス等

の種類ごとの必要な量

の見込み及びその見込

量の確保のための方策 

① 市町村障害福祉計画を基礎として、④の令和十一年度末

の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健

医療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を勘案しながら、地

域の実情を踏まえて、令和十一年度までの各年度における

指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方

及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で

定めること。 

② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確

保のための方策を定めること。 

③ 市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等

の整備及び機能強化の方策について、圏域及び都道府県全

域で定めること。 

④ 別表第四の三の項に掲げる式により算定した、令和十一

年度末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医

療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を定めること。 

㈡  各年度における指

定通所支援等の種類ご

との必要な量の見込み

及びその見込量の確保

のための方策 

① 市町村障害児福祉計画を基礎として、令和十一年度まで

の各年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関す

る考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府

県全域で定めること。 

② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のため

の方策を定めること。 

五 圏域単位を標準とし

た指定障害福祉サービ

ス及び指定通所支援の

見通し及び計画的な基

盤整備の方策 

① 障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給

体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支

援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握す

ること。 

② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サー

ビス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に

整備されているかという視点から課題を整理すること。 

③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障

害福祉サービス及び障害児通所支援の種類及び量の見通し

を作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新

たに必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援

を実施する事業所数を見込むとともに、年度ごとの事業所

の整備計画を作成すること。 
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六 各年度の指定障害者

支援施設及び指定障害

児入所施設等の必要入

所定員総数 

令和十一年度までの各年度における指定障害者支援施設及

び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。 

七 都道府県の地域生活

支援事業の種類ごとの

実施に関する事項 

都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定

める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の

事項を定めること。 

① 実施する事業の内容 

② 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及

び量の見込み 

③ 各事業の見込量の確保のための方策 

④ その他実施に必要な事項 

八 指定障害福祉サービ

ス等支援に従事する者

の確保又は資質の向上

のために講ずる措置 

指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専

門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する

事項を定めること。 

九 関係機関との連携に

関する事項 

 

㈠ 区域ごとの指定障

害福祉サービス又は指

定地域相談支援及び地

域生活支援事業の提供

体制の確保に係る関係

機関との連携に関する

事項 

都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関、公共職

業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センタ

ーその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関そ

の他の関係機関との連携方法等を定めること。 

㈡ 区域ごとの指定通

所支援の提供体制の

確保に係る関係機関

との連携に関する事

項 

都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関その他

の関係機関との連携方法等を定めること。 

十 都道府県障害福祉計

画等の期間 

都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。 

十一 都道府県障害福祉

計画等の達成状況の点

検及び評価 

年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及

び評価する方法等を定めること。 
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別表第四 

項 式 

一 Σ（Ａ１）×（１－Ｘ１）＋Σ（Ａ２）×（１－Ｘ２） 

二 Σ（Ｂ１）×（１－Ｘ１）＋Σ（Ｂ２）×（１－Ｘ２） 

三 （Ｃ）－（（一の項に掲げる式により算定した患者数）＋（二の項に

掲げる式により算定した患者数）） 

備考 

この表における式において、Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２、Ｃ、Ｘ１、Ｘ２は、それぞれ次の値

を表すものとする。 

 

Ａ１ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳以上の入院患者のうち、当該都

道府県の区域に住所を有する者（認知症である者を除く。）の令和 11 年における年

齢階級別の推計患者数 

Ａ２ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳以上の入院患者のうち、当該都

道府県の区域に住所を有する者（認知症である者に限る。）の令和 11 年における年

齢階級別の推計患者数 

Ｂ１ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳未満の入院患者のうち、当該都

道府県の区域に住所を有する者（認知症である者を除く。）の令和 11 年における年

齢階級別の推計患者数 

Ｂ２ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳未満の入院患者のうち、当該都

道府県の区域に住所を有する者（認知症である者に限る。）の令和 11 年における年

齢階級別の推計患者数 

Ｃ 令和５年における精神病床における入院期間が１年以上である入院患者数 

Ｘ１ 精神病床における入院期間が１年以上である入院患者（認知症である者を除く。）

について、各都道府県の令和 11 年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数（認知症

である者を除く。以下「ａ」という。）と、令和５年時点で人口当たりの慢性期の入

院患者数（認知症である者を除く。）が少ない県の水準（以下「ｂ」という。）を比較

し、ａがｂを下回っている場合は０、上回っている場合はその差分を計算の上、差

分が各都道府県の令和 11 年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の２割未満の

場合は差分の半分、差が２割以上の場合は 0.1 をそれぞれ標準とし、さらに各都道

府県において０を下回らない範囲で標準より 0.02 より小さい値を加えた又は減じ

た都道府県知事が定める値 

Ｘ２ 精神病床における入院期間が１年以上である入院患者（認知症である者に限る。）

について、各都道府県の令和 11 年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数（認知症
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である者に限る。以下「ｃ」という。）と、令和５年時点で人口当たりの慢性期の入

院患者数（認知症である者に限る。）が少ない県の水準（以下「ｄ」という。）を比較

し、ｃがｄを下回っている場合は０、上回っている場合はその差分を計算の上、差

分が各都道府県の令和 11 年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の２割未満の

場合は差分の半分、差が２割以上の場合は 0.1 をそれぞれ標準とし、さらに各都道

府県において０を下回らない範囲で標準より 0.02 より小さい値を加えた又は減じ

た都道府県知事が定める値 

 

別表第五 

項 要件及び方法 

一 ⑴ 全部過疎市町村（※１）ではないこと 

かつ 

⑵ 当該サービスの、人口（※２）に占めるサービス利用者割合が、

⑴を満たす市町村の上位 25％の範囲内であること 

二 当該市町村における当該サービスの利用者数の伸び率（※３）が、

全国の当該サービスの利用者数の伸び率を上回る場合は、当該市町

村における当該サービスの令和９年度から令和 11 年度までの見込

みについては、当該市町村における当該サービスの令和８年度の見

込みと全国の当該サービスの利用者数の伸び率を用いて定める（※

４）。 

備考 

１ 全部過疎市町村については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和

３年法律第 19 号）に基づく過疎地域のうち、いわゆる過疎区分が全部過疎である市町

村とする。 

２ 人口については、特定障害福祉サービスの場合は、18 歳以上の人口とし、特定障害児

通所支援の場合は、18 歳未満の人口とする。 

３ 利用者数の伸び率については、令和５年度から令和７年度までの幾何平均を用いる。 

４ この方法による場合は、全国の当該サービスの利用者数の伸び率が正の値であるとき

に限る。 

 


